
　★その他、消費税に関する報告書の提出があります（様式第４号、様式第９号）

岩国市既存不適格屋外広告物等撤去事業費補助金に係る手続（フロー図）

様式第１号 及び 添付書類

⑩ 審査

様式第11号

⑬ 補助金の交付

① 「事前協議書」提出

⑥「交付決定通知書」送付

⑪ 「確定通知書」送付

④ -1「補助金申請書」提出

④-2 「相手方登録申出書」提出

（振込先口座を市に登録していない場合のみ）

様式第３号 及び 添付書類

⑤ 審査

⑫「請求書」提出

様式第８号 及び 添付書類

⑧ 工事完了

⑨「完了実績報告書」提出
「完了実績報告書」は、

・ 工事完了後15日以内

・ 当該年度の３月10日

いずれか早い期日までに提出し

てください。

【お問合せ】 岩国市 都市開発部 景観整備課 電話：0827-29-5162 （R8.7.1版）

❷ 審査

❹ 工事継続

❸「変更交付決定通知書」送付

❶ 「変更承認申請書」提出

【事業内容を変更する場合】

様式第６号 及び 添付書類
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※市から交付決定通知があるまでは、

工事を行わないでください。

申請者 岩国市

② 書類等確認

③「結果通知書」送付

「岩国市屋外広告物等に関する条

例」に基づく“変更”を行う場合は、

併せて変更許可申請が必要です。

「岩国市屋外広告物等に関する条例」

に基づく“除却”を行う場合は、併せ

て撤去届が必要です。

⑦ 工事着手


